
91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 項目別集計表 
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Ⅲ 項目別集計表 
 

１ 民児協ならびに市区町村の概要について 
 

問２ａ．地方公共団体の区分 

 

 

問２ｂ．総人口（人） 

 

 

問２ｃ．総世帯数（世帯） 

 

 

問２ｄ．法定単位民児協数 

 

 

問２ｅ．任意単位民児協数（みなし単位民児協） 

 

 

  

（％）

調査数 政令指定
都市

中核市 一般市 東京特別区 政令指定都
市内の行政
区

町 村

1,357 1.4 3.9 39.7 1.4 8.6 36.6 8.4

調査数 平  均 最小値 最大値
1,346 91,977.26 306 3,768,664

調査数 平  均 最小値 最大値
1,344 44,002.04 126 1,790,597

（％） （件）
調査数 単位民児

協（１民
児協）

２つ ３つ ４つ ５～９ １０～１９ ２０～２９ ３０以上 平  均 最小値 最大値

全体 1,338 49.8 2.3 4.6 4.0 16.5 15.7 3.6 3.6 7.24 1 267

市 602 10.6 4.5 9.5 7.8 32.1 22.9 5.1 7.5 12.16 1 267

区 131 3.1 0.8 1.5 3.8 21.4 55.0 12.2 2.3 13.24 1 68

町村 605 98.8 0.5 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.05 1 21

（％） （件）
調査数 任意単位

民児協は
なし（０）

１～９ １０～１９ ２０～２９ ３０以上 平  均 最小値 最大値

全体 1,132 84.7 13.0 1.5 0.4 0.4 0.85 0 93

市 521 83.7 11.9 2.9 0.8 0.8 1.42 0 93

区 106 91.5 5.7 1.9 0.9 0.0 0.71 0 23

町村 505 84.4 15.6 0.0 0.0 0.0 0.29 0 6
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２ 民児協の構成、組織・運営について 
 

問３．民生委員・児童委員、主任児童委員の数、年齢構成について 

（１）民生委員・児童委員、主任児童委員数 

１．民生委員・児童委員 定数 

 

 

１．民生委員・児童委員 現員数 

 

 

１．民生委員・児童委員 性別 

 

 

 

１．民生委員・児童委員 充足率（％） 

 

 

２．うち主任児童委員 定数 

 

 

２．うち主任児童委員 現員数 

 

（％） （人）
調査数 ～９人 １０～１９

人
２０～２９
人

３０～４９
人

５０～９９
人

１００～１９
９人

２００～２９
９人

３００～４９
９人

５００人以
上

平  均 最小値 最大値

全体 1,356 1.9 9.0 9.8 12.9 22.1 22.7 9.4 6.6 5.5 160.97 2 4,481

市 611 - - - 0.2 23.7 42.1 13.4 9.0 11.6 267.22 40 4,481

区 136 - - - - 1.5 36.8 33.8 25.7 2.2 245.43 52 577

町村 609 4.3 20.0 21.8 28.6 25.1 0.2 - - - 35.50 2 102

（％） （人）
調査数 ～９人 １０～１９

人
２０～２９
人

３０～４９
人

５０～９９
人

１００～１９
９人

２００～２９
９人

３００～４９
９人

５００人以
上

平  均 最小値 最大値

全体 1,356 2.4 9.5 9.5 14.2 21.5 22.4 9.5 6.0 4.9 152.18 1 4,242

市 611 - - - 1.3 25.7 40.3 13.3 9.0 10.5 253.21 36 4,242

区 136 - - - 0.7 1.5 41.9 35.3 19.1 1.5 227.10 49 559

町村 609 5.4 21.2 21.2 30.2 21.8 0.2 - - - 34.09 1 102

（人）

調査数 平  均 最小値 最大値

男性 1,272 54.86 0 1,440

女性 1,272 97.58 1 3,522

（％）
調査数 うち、男性 うち、女性

全体 193,899 36.0 64.0

市 144,330 37.2 62.8

区 30,037 26.6 73.5

町村 19,532 41.2 58.8

（％） （％）
調査数 ０～７４．

９％
７５～７９．
９％

８０～８４．
９％

８５～８９．
９％

９０～９１．
９％

９２～９３．
９％

９４～９５．
９％

９６～９７．
９％

９８～９９．
９％

１００％ 平  均 最小値 最大値

1,356 1.8 1.9 4.4 7.7 5.7 7.7 10.5 11.7 13.1 35.5 95.16 47.80 100.00

611 1.6 2.3 5.1 9.0 4.7 8.2 12.1 14.7 22.7 19.5 94.66 56.00 100.00

136 - - 5.9 16.9 19.9 15.4 16.9 13.2 8.1 3.7 92.73 80.60 100.00

609 2.5 2.0 3.4 4.3 3.4 5.4 7.6 8.2 4.4 58.8 96.19 47.80 100.00

（％） （人）
調査数 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５～９人 １０～１９

人
２０～２９
人

３０～３９
人

４０～４９
人

５０人以上 平  均 最小値 最大値

全体 1,356 0.1 2.9 26.0 12.0 4.7 13.6 17.8 10.2 5.7 2.1 4.9 15.61 0 635

市 611 - - - 2.0 2.9 26.0 34.4 14.9 6.9 2.8 10.1 26.18 3 635

区 136 - - - - 0.7 4.4 23.5 34.6 25.0 8.8 2.9 26.50 4 67

町村 609 0.2 6.4 57.8 24.8 7.4 3.1 - - 0.2 - 0.2 2.57 0 53

（％） （人）
調査数 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５～９人 １０～１９

人
２０～２９
人

３０～３９
人

４０～４９
人

５０人以上 平  均 最小値 最大値

全体 1,356 0.3 4.2 25.6 10.7 4.9 14.3 18.2 9.7 5.8 1.7 4.6 14.99 0 591

市 611 0.2 - - 2.0 3.6 27.2 33.4 14.4 7.5 2.0 9.8 25.14 0 591

区 136 - - - - 0.7 4.4 30.9 31.6 24.3 6.6 1.5 24.70 4 67

町村 609 0.5 9.4 57.0 21.8 7.1 3.6 0.2 - - 0.3 0.2 2.63 0 53
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２．うち主任児童委員 性別 

 

 

 

 

２．うち主任児童委員 充足率（％） 

 

 

（２）民生委員・児童委員、主任児童委員の年齢構成 

１．民生委員・児童委員 

 

 

※集計方法 

 各年代の人数÷各年代（不明含む）の合計人数（調査数） 

 

  

（人）

調査数 平  均 最小値 最大値

男性 1,344 1.96 0 85

女性 1,344 13.04 0 554

（％）
調査数 うち、男性 うち、女性

全体 20,155 13.1 87.0

市 15,228 13.1 86.9

区 3,339 9.9 90.2

町村 1,588 19.6 80.4

（％） （％）
調査数 ０～７４．

９％
７５～７９．
９％

８０～８４．
９％

８５～８９．
９％

９０～９１．
９％

９２～９３．
９％

９４～９５．
９％

９６～９７．
９％

９８～９９．
９％

１００％ 平  均 最小値 最大値

全体 1,355 3.5 0.8 1.7 3.8 2.4 3.7 3.2 3.5 0.9 76.5 96.56 0.00 100.00

市 611 1.8 1.3 2.5 4.7 3.3 5.4 5.2 5.6 2.0 68.2 96.81 0.00 100.00

区 136 0.7 1.5 5.9 16.9 8.8 12.5 8.8 10.3 - 34.6 93.79 71.10 100.00

町村 608 5.8 0.2 - - - - - - - 94.1 96.93 0.00 100.00

（人）

調査数 平  均 最小値 最大値

２０歳代 1,325 0.02 0 4

３０歳代 1,325 0.43 0 22

４０歳代 1,325 4.93 0 284

５０歳代 1,325 18.20 0 1,090

６０～６４歳 1,325 23.47 0 1,790

６５～６９歳 1,325 41.44 0 777

７０～７４歳 1,325 46.02 0 1,247

７５～７９歳 1,325 11.27 0 370

８０～８４歳 1,325 0.73 0 22

８５～８９歳 1,325 0.04 0 3

９０歳代 1,325 0.00 0 1

不明 1,325 1.21 0 209

年齢構成別計 1,325 147.75 1 4,242

（％）
調査数 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０～６４

歳
６５～６９
歳

７０～７４
歳

７５～７９
歳

８０～８４
歳

８５～８９
歳

９０歳代 不明

全体 195,765 0.0 0.3 3.3 12.3 15.9 28.1 31.2 7.6 0.5 0.0 0.0 0.8

市 148,403 0.0 0.3 3.3 11.8 15.7 27.8 31.7 8.1 0.5 0.0 0.0 0.8

区 26,796 0.0 0.4 4.8 18.3 17.0 24.7 28.9 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0

町村 20,566 0.0 0.2 1.9 8.1 16.1 34.1 30.1 7.6 0.8 0.0 0.0 1.0
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２．うち主任児童委員 

 

 

※集計方法 

 各年代の人数÷各年代（不明含む）の合計人数（調査数） 

 

  

（人）

調査数 平  均 最小値 最大値

２０歳代 1,321 0.00 0 1

３０歳代 1,321 0.15 0 9

４０歳代 1,321 2.09 0 114

５０歳代 1,321 5.25 0 347

６０～６４歳 1,321 3.12 0 132

６５～６９歳 1,321 2.41 0 73

７０～７４歳 1,321 1.07 0 49

７５～７９歳 1,321 0.17 0 7

８０～８４歳 1,321 0.01 0 2

８５～８９歳 1,321 0.00 0 0

９０歳代 1,321 0.00 0 0

不明 1,321 0.17 0 50

年齢構成別計 1,321 14.43 1 591

（％）
調査数 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０～６４

歳
６５～６９
歳

７０～７４
歳

７５～７９
歳

８０～８４
歳

８５～８９
歳

９０歳代 不明

全体 19,064 0.0 1.0 14.5 36.4 21.6 16.7 7.4 1.2 0.1 0.0 0.0 1.2

市 14,577 0.0 1.0 14.4 35.4 21.7 17.9 8.0 1.3 0.1 0.0 0.0 0.2

区 2,894 0.0 1.2 18.6 49.9 21.3 5.6 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9

町村 1,593 0.0 0.7 7.8 20.8 21.3 26.6 10.9 1.8 0.1 0.0 0.0 10.1
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問４．役員構成について 

１．会長 性別 

 

 

１．会長 委員経験期数 

 

 

１．会長 単位民児協会長任期数 

 

 

１． 会長 市区町村民児協会長任期数 

 
 

１．会長の属性 

 
 

（％）

調査数 男性 女性

1,335 72.1 27.9

（％） （期）
調査数 １期 ２期 ３期 ４期 ５～９期 １０期以上 平  均 最小値 最大値

全体 1,336 2.5 7.3 12.1 15.0 47.9 15.2 5.93 1 14

市 601 1.0 4.2 11.0 13.0 52.9 18.0 6.39 1 14

区 132 0.8 - 3.8 6.1 52.3 37.1 8.23 1 13

町村 603 4.3 11.9 15.1 19.1 42.0 7.6 4.96 1 14

（％）
調査数 １期 ２期 ３期 ４期 ５～９期 １０期以上

全体 1,143 26.2 22.8 18.6 12.4 19.4 0.4
市 560 15.2 23.2 21.3 15.0 25.0 0.4
区 133 8.3 12.0 19.5 18.8 40.6 0.8
町村 450 45.3 25.6 15.1 7.3 6.2 0.4

（期）
調査数 平  均 最小値 最大値

全体 1,253 2.74 0 14
市 582 3.26 0 13
区 133 4.31 1 11
町村 538 1.80 0 14

(%)
調査数 １期 ２期 ３期 ４期 ５〜９期 １０期以上

全  体 1,259 50.4 26.0 12.7 5.7 4.9 0.2
市 593 52.8 25.6 12.0 5.6 4.0 -
区 127 55.1 29.1 9.4 3.1 3.1 -
町村 539 46.8 25.6 14.3 6.5 6.3 0.6

(期)
調査数 平  均 最小値 最大値

全  体 1,307 1.87 0 14
市 599 1.83 0 8
区 133 1.62 0 5
町村 575 1.97 0 14

（％）
調査数 主任児童委員 区域担当委員

全体 1,321 2.9 97.1

市 594 2.0 98.0

区 134 1.5 98.5

町村 594 4.0 96.0

- 96 -



97 

 

２．副会長 人数 

 

 

２．副会長 

 
 

委員経験期数／最も短い方（副会長） 

 
 

３．理事（執行役員） 

 
 

委員経験期数／最も短い方（執行役員） 

 
 

  

（％） （人）
調査数 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 平  均 最小値 最大値

全体 1,354 0.5 17.9 52.1 19.0 5.6 4.9 2.33 0 29

市 609 0.2 10.3 45.6 26.4 8.7 8.7 2.74 0 29

区 136 0.7 19.1 58.8 17.6 2.9 0.7 2.05 0 5

町村 609 0.8 25.3 57.0 11.8 3.1 2.0 1.99 0 8

（人）

調査数 平  均 最小値 最大値

うち、主任児童委員 1,294 0.08 0 3

男性の人数 1,350 1.34 0 14

女性の人数 1,350 1.00 0 17

委員経験任期数／最も長い方 1,326 5.63 1 14

（％） （期）
調査数 １期 ２期 ３期 ４期 ５～９期 １０期以上 平  均 最小値 最大値

1,332 11.0 22.5 24.5 18.2 22.3 1.4 3.59 1 13

（人）

調査数 平  均 最小値 最大値

人数 1,253 7.55 0 75

うち、主任児童委員 1,200 0.57 0 8

男性の人数 1,215 4.19 0 56

女性の人数 1,216 3.58 0 33

委員経験任期数／最も長い方 879 6.65 1 14

（％） （期）
調査数 １期 ２期 ３期 ４期 ５～９期 １０期以上 平  均 最小値 最大値

893 32.6 43.7 14.7 4.8 4.0 0.2 2.09 1 13
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問５．役員会、部会、委員会の設置、開催状況について 

（１）役員会、部会・委員会の設置、開催回数・方法（令和４年度の実績） 

設置有無 

 
 

開催回数・方法 

１．理事会 

 

 

２．評議員会 

 

 

３．全体会議 

 

 

（％）

調査数 有 無

１．理事会 1,338 76.2 23.8

２．評議員会 1,320 50.8 49.2

３．全体会議 1,342 84.9 15.1

（回）
調査数 平  均 最小値 最大値

対面のみ 1,008 7.88 0 34

Ｗｅｂのみ 1,006 0.01 0 4

書面のみ 1,006 0.04 0 2

対面ｗｅｂ併用 1,006 0.03 0 11

対面書面併用 1,006 0.01 0 12

Ｗｅｂ書面併用 1,006 0.00 0 0

対面書面ｗｅｂ併用 1,006 0.00 0 0

その他 1,006 0.00 0 3

（回）

調査数 平  均 最小値 最大値

対面のみ 663 4.27 0 30

Ｗｅｂのみ 663 0.00 0 2

書面のみ 663 0.10 0 4

対面ｗｅｂ併用 663 0.01 0 3

対面書面併用 663 0.02 0 12

Ｗｅｂ書面併用 663 0.00 0 0

対面書面ｗｅｂ併用 663 0.00 0 0

その他 663 0.01 0 3

（回）

調査数 平  均 最小値 最大値

対面のみ 1,124 6.16 0 82

Ｗｅｂのみ 1,124 0.00 0 2

書面のみ 1,124 0.18 0 8

対面ｗｅｂ併用 1,124 0.03 0 10

対面書面併用 1,124 0.05 0 12

Ｗｅｂ書面併用 1,124 0.00 0 0

対面書面ｗｅｂ併用 1,124 0.01 0 9

その他 1,124 0.03 0 12
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問５（２）役員会、部会・委員会の令和５年度以降の開催方法の見通し 

 

 

問６．「会則」の整備の有無 

 

 

問７．事業計画・報告の作成有無 

 

 

問８（１）会計担当者と責任者の関係 

 

 

問８（２）事業監査（監事）の実施有無 

 

 

  

（％）

調査数 新型コロナ
ウイルス
感染症の
感染症法
上の扱い
変更後も、
Ｗｅｂ参加
可能とする
会議があ
る予定

新型コロナ
ウイルス
感染症の
感染症法
上の扱い
変更後は
すべての
会議を対
面参加の
みとする予
定

検討中 その他

1,345 2.4 84.5 5.2 7.9

（％）

調査数 整備してい
る

整備してい
ない

1,347 93.8 6.2

（％）

調査数 作成してい
る

作成してい
ない

ａ．事業計画 1,351 96.1 3.9

ｂ．事業報告 1,351 94.8 5.2

（％）

調査数 会計担当
者と会計
責任者は
異なる

会計担当
者と会計
責任者が
同じ

1,333 77.5 22.5

（％）

調査数 実施してい
る

実施してい
ない

ａ．事業監査 1,343 41.8 58.2

ｂ．会計監査 1,348 95.1 4.9
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問８（２）ｃ．監事の人数 

 

 

問８（３）予算・決算の作成有無 

 

 

  

（人）
調査数 平  均 最小値 最大値

1,343 1.97 0 9

（％）

調査数 作成してい
る

作成してい
ない

ａ．予算 1,350 96.9 3.1

ｂ．決算 1,350 97.6 2.4
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３ 事務局機能について 
 

問９．事務局の所在 

 

 

問10（１）職員数および在籍年数について 

専任職員（人） 

 

 

兼任職員（人） 

 

 

 

 

専任職員＋兼任職員 

 

 

問10（２）兼任職員の担当業務に占める民児協事務局業務の割合 

 

 

（％）

調査数 行政が事
務局を担
当している

社会福祉
協議会が
事務局を
担当してい
る

その他

1,351 67.1 28.0 4.9

調査数 平  均 最小値 最大値

１年未満 175 0.42 0 3

１年～２年未満 175 0.26 0 2

２年～３年未満 176 0.18 0 2

３年～４年未満 175 0.13 0 2

４年～５年未満 175 0.07 0 1

５年以上 175 0.31 0 4

調査数 平  均 最小値 最大値

１年未満 1,266 0.66 0 6

１年～２年未満 1,266 0.41 0 4

２年～３年未満 1,266 0.28 0 4

３年～４年未満 1,266 0.19 0 3

４年～５年未満 1,266 0.13 0 3

５年以上 1,266 0.45 0 7

（％）

調査数 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上

専任職員 176 0.6 73.3 20.5 2.3 2.3 1.1

兼任職員 1,266 - 42.7 29.7 13.3 8.2 6.2

（％） （人）
調査数 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 平  均 最小値 最大値

全体 1,342 - 39.9 31.2 13.6 8.4 6.8 2.17 1 20

市 609 - 31.5 33.3 16.3 9.2 9.7 2.43 1 20

区 126 - 32.5 19.8 18.3 20.6 8.7 2.63 1 9

町村 607 - 49.9 31.5 10.0 5.1 3.5 1.82 1 6

（％）

調査数 平  均 最小値 最大値

1,279 3.59 0 10
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４ 市区町村民児協の財政・財源について 
 

問11 市区町村民児協の全体予算額について 

ａ．全体収入予算額 

 

 

ｂ．全体支出予算額 

 

 

問12．収入予算の内訳 

 

 

収入予算の内訳／金額（万円） 

 

  

（％） （万円）
調査数 ０～４９

万円
５０～
９９万円

１００～
１４９万
円

１５０～
１９９万
円

２００～
２９９万
円

３００～
３９９万
円

４００～
４９９万
円

５００～
５９９万
円

６００～
６９９万
円

７００～
７９９万
円

８００～
９９９万
円

１０００
万円以
上

平  均 最小値 最大値

全体 1,311 6.3 7.9 6.5 6.3 11.6 8.2 7.7 6.6 3.4 3.8 6.7 25.0 913.64 0 20,224

市 581 3.3 2.8 5.0 3.6 9.6 4.8 6.4 4.8 3.1 5.0 8.8 42.9 1,368.54 0 20,224

区 132 2.3 13.6 6.1 2.3 8.3 9.8 4.5 10.6 3.0 3.0 9.1 27.3 900.30 0 8,256

町村 598 10.2 11.7 8.0 9.9 14.2 11.0 9.7 7.4 3.7 2.8 4.2 7.2 474.62 0 9,251

（％） （万円）
調査数 ０～４９

万円
５０～
９９万円

１００～
１４９万
円

１５０～
１９９万
円

２００～
２９９万
円

３００～
３９９万
円

４００～
４９９万
円

５００～
５９９万
円

６００～
６９９万
円

７００～
７９９万
円

８００～
９９９万
円

１０００
万円以
上

平  均 最小値 最大値

全体 1,297 5.1 6.7 5.7 6.2 10.8 9.2 7.7 6.5 4.3 4.9 6.4 26.4 974.74 0 27,130

市 571 2.5 2.1 4.0 3.7 9.3 4.9 5.6 6.3 2.3 6.0 8.4 45.0 1,474.42 0 27,130

区 130 1.5 9.2 5.4 3.8 7.7 8.5 6.2 9.2 6.9 4.6 6.9 30.0 953.05 0 8,082

町村 596 8.4 10.6 7.4 9.2 12.9 13.4 10.1 6.0 5.7 4.0 4.4 7.9 500.74 0 9,251

（％）

調査数 都道府県
行政から
の補助金
（事業委託
金等含む）

市区町村
行政から
の補助金
（事業委託
金等含む）

その他共
募、社協
等からの
助成金（事
業委託金
等含む）

単位民児
協の分担
金

民生委員・
児童委員
の会費

上記以外
の収入

1,343 54.1 85.7 67.5 11.0 58.9 39.8

調査数 平  均 最小値 最大値

ａ．都道府県行政からの補助金（事業委
託金等含む）

712 382.41 0 5,721

ｂ．市区町村行政からの補助金（事業委
託金等含む）

1,121 591.43 1 18,447

ｃ．その他共募、社協等からの助成金（事
業委託金等含む）

877 59.63 0 4,382

ｄ．単位民児協の分担金（年間） 144 191.69 0 9,515

ｅ．民生委員・児童委員の会費（年間） 768 145.86 0 3,233

ｆ．上記以外の収入 497 81.77 0 1,561

合計額（万円） 1,312 894.87 2 20,224
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問12．収入予算の内訳／割合（％） 

 

調査数 平  均 最小値 最大値

ａ．都道府県行政からの補助金（事業委
託金等含む）

714 43.56 0.0 100.0

ｂ．市区町村行政からの補助金（事業委
託金等含む）

1,125 56.58 0.0 100.0

ｃ．その他共募、社協等からの助成金（事
業委託金等含む）

880 10.76 0.0 100.0

ｄ．単位民児協の分担金（年間） 146 21.62 0.0 100.0

ｅ．民生委員・児童委員の会費（年間） 771 22.47 0.0 100.0

ｆ．上記以外の収入 516 12.59 0.0 100.0
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問13．単位民児協の分担金の積算方法および金額について 

単位民児協の分担金の積算方法 

 

 

単位民児協の分担金の積算方法別の金額（円） 

 
 

問14．民生委員・児童委員の会費について 

民生委員・児童委員の会費内訳（円） 

 

 

会員（民生委員・児童委員）1人当たりの会費（年間総額） 

 

 

  

（％）

調査数 すべての
民児協で
定額として
いる

民児協所
属委員一
人あたり
の単価×
委員数（定
数）として
いる

民児協所
属委員一
人あたり
の単価×
委員数（現
員数）とし
ている

定額に加
えて民児
協所属委
員一人あ
たりの単
価×委員
数（定数）
としている

定額に加
えて民児
協所属委
員一人あ
たりの単
価×委員
数（現員
数）として
いる

その他

133 24.1 29.3 24.8 8.3 1.5 12.0

調査数 平  均 最小値 最大値

１．すべての民児協で定額ａ 31 90,809.06 3,000 744,000

２．民児協所属委員一人あたりの単価×委員数（定数）ｂ 37 15,071.08 400 420,000

３．民児協所属委員一人あたりの単価×委員数（現員数）
ｃ

28 99,412.29 422 945,000

４．定額に加えて民児協所属委員一人あたりの単価×委
員数（定数）／ｄ定価

11 31,829.09 1,000 150,000

４．定額に加えて民児協所属委員一人あたりの単価×委
員数（定数）／ｅ一人あたりの単価

11 60,776.27 310 324,000

５．定額に加えて民児協所属委員一人あたりの単価×委
員数（現員数）／ｆ定価

2 11,000.00 2,000 20,000

５．定額に加えて民児協所属委員一人あたりの単価×委
員数（現員数）／ｇ一人あたりの単価

2 1,200.00 400 2,000

６．その他 8 432,908.25 66 970,000

調査数 平  均 最小値 最大値

１．民児協会費（市区町村分） 1,147 3,507.11 0 87,252
２．民児協会費（都道府県・指定都市分） 1,139 1,518.40 0 8,300
３．民児協会費（全民児連分）（＠７００
円）

1,141 285.34 0 10,500

４．全国民生委員互助共励事業会費（＠
１，９００円）

1,139 854.48 0 38,000

５．その他 1,142 1,180.97 0 58,000

（％） （円）
調査数 ～１９９９

円
２０００～
３９９９円

４０００～
５９９９円

６０００～
７９９９円

８０００～
９９９９円

１００００
～１４９９
９円

１５０００
～１９９９
９円

２００００
～２４９９
９円

２５０００
～２９９９
９円

３００００
～３４９９
９円

３５０００
～３９９９
９円

４００００
円以上

調査数 平  均 最小値 最大値

1,264 27.7 10.1 11.0 16.2 9.3 13.8 4.4 3.3 1.4 0.7 0.6 1.5 1,264 7,548.52 0 87,252
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問15．全国民生委員互助共励事業会費への行政からの補助 

 

 

 

※集計方法 

・都道府県・指定都市、市区町村の両方から補助がある 

①と②の両方で補助がある（選択肢1～4）と回答 

・都道府県・指定都市、市区町村いずれかから補助がある 

①と②のいずれかで補助がある（選択肢1～4）と回答 

・都道府県・指定都市、市区町村の両方で補助がない 

①と②の両方で補助がない（選択肢5）と回答 

・都道府県・指定都市、市区町村のいずれかで補助がない 

①と②のいずれかで補助がない（選択肢5）と回答し、かつもう一方でわからない（選択肢6） 

またはその他（選択肢7）と回答 

・わからない・その他 

①1と②の回答がわからない（選択肢6）とその他（選択肢7）の組み合わせの（両方わからない、 

および両方その他を含む） 

 

  

（％）

調査数 活動保険
の保険料
（３８０円／
１人あた
り）に加え
て互助共
励事業会
費の一部
について
補助があ
る

活動保険
の保険料
（３８０円／
１人あた
り）のみ補
助がある

内訳は明
確ではな
いが、１人
あたり３８
０円以上
の補助が
ある

内訳は明
確ではな
いが、１人
あたり３８
０円未満
の補助が
ある

ない わからない その他

①都道府県・指定都市行政から 1,196 5.3 0.8 9.0 0.6 67.1 15.7 1.5

②市区町村行政から 1,316 14.6 0.8 14.9 0.7 50.2 8.9 10.0

（％）

調査数 都道府県・
指定都
市、市区
町村の両
方から補
助がある

都道府県・
指定都
市、市区
町村いず
れかから
補助があ
る

都道府県・
指定都
市、市区
町村の両
方で補助
がない

都道府県・
指定都
市、市区
町村のい
ずれかで
補助がな
い

わからな
い・その他

1,263 6.8 33.5 39.6 11.1 9.0
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５ 管内単位民児協等の財政・財源について 
 

問16．管内単位民児協の活動推進費について 

積算方法 

 
 

管内単位民児協の活動推進費の積算方法別の金額（円） 

 

 

問17．管内で活動する民生委員・児童委員の活動費の自治体交付額について 

（１）民生委員・児童委員活動費の加算分（円） 

 
 

  

（％）

調査数 すべての
民児協に
定額を支
払う

民児協所
属委員一
人あたりの
単価×委
員数（定
数）を支払
う

民児協所
属委員一
人あたりの
単価×委
員数（現員
数）を支払
う

定額に加
えて民児
協所属委
員一人あ
たりの単
価×委員
数（定数）
を支払う

定額に加
えて民児
協所属委
員一人あ
たりの単
価×委員
数（現員
数）を支払
う

その他

1,141 22.9 20.5 13.7 12.6 5.0 25.3

調査数 平  均 最小値 最大値

１．すべての民児協で定額ａ 247 1,256,793.81 119 7,898,520

２．民児協所属委員一人あたりの単価×委員数（定数）ｂ 185 27,559.69 200 168,000

３．民児協所属委員一人あたりの単価×委員数（現員数）
ｃ

118 37,689.55 100 210,000

４．定額に加えて民児協所属委員一人あたりの単価×委
員数（定数）／ｄ定価

130 132,243.58 3,488 1,285,100

４．定額に加えて民児協所属委員一人あたりの単価×委
員数（定数）／ｅ一人あたりの単価

130 13,469.25 290 124,940

５．定額に加えて民児協所属委員一人あたりの単価×委
員数（現員数）／ｆ定価

50 298,190.20 5,000 5,206,000

５．定額に加えて民児協所属委員一人あたりの単価×委
員数（現員数）／ｇ一人あたりの単価

50 24,494.62 0 117,000

６．その他 170 5,228,435.54 210 160,430,000

（％）
調査数 ～１９９９

円
２０００～
３９９９円

４０００～
５９９９円

６０００～
７９９９円

８０００
～９９９

１００００～
１４９９９円

平  均 最小値 最大値

ａ．単位民児協会長への加算 1,163 45.7 1.0 5.3 3.9 3.0 24.7 9,225.72 0 150,000

ｂ．単位民児協副会長への加算 1,167 92.1 1.7 1.6 0.8 1.0 0.9 839.42 0 48,000

ｃ．その他役職への加算 1,167 90.2 0.4 1.1 0.5 0.3 0.9 3,725.77 0 219,600

ｄ．管内の全委員を対象としたその他の委員の委嘱や
特定業務の委託に伴う支弁

1,165 96.8 0.9 0.2 0.1 0.1 0.5 1,245.71 0 250,000
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（１）民生委員・児童委員1人あたりの活動費（年間基本額） 

 

 

（２）民生委員・児童委員活動費の市区町村独自の上乗せ分（円） 

 

 

問18．自治体における委員活動費の源泉所得税の取扱い 

 

 

  

（％） （円）
調査数 ～４９９９

９円
５００００～
５９９９９円

６００００～
６９９９９円

７００００～
７９９９９円

８００００～
８９９９９円

９００００～
９９９９９円

調査数 平  均 最小値 最大値

1,235 18.5 3.1 63.3 2.3 1.9 1.9 1,235 56,805.67 0 180,000

（％）
調査数 ～４９９９

円
５０００～９
９９９円

１００００～
１４９９９円

１５０００～
１９９９９円

２００００～
２４９９９円

２５０００～
２９９９９円

６００００～
６９９９９円

７００００～
７９９９９円

８００００円
以上

平  均 最小値 最大値

ａ．委員活動費への加算（１人あ
たり）

1,149 55.2 3.0 4.0 3.1 3.1 1.9 7.5 1.9 4.8 20,365.43 0 162,000

ｂ．単位民児協会長への加算（１
人あたり）

1,088 71.9 6.3 7.2 2.6 2.8 0.5 1.0 0.7 1.1 7,395.00 0 300,000

ｃ．単位民児協副会長への加算
（１人あたり）

1,047 87.4 4.0 2.8 1.1 1.1 0.8 0.7 - 0.4 2,784.73 0 114,000

ｄ．その他役職への加算（１人あ
たり）

1,031 90.1 2.8 1.8 1.6 0.9 0.4 0.3 - 0.5 2,389.73 0 144,000

ｅ．管内の全委員を対象としたそ
の他の委員の委嘱や特定業務
の委託に伴う支弁（１人あたり）

1,019 94.7 0.7 0.5 0.4 - 0.1 0.8 0.3 1.6 2,887.44 0 129,600

（％）
調査数 源泉所得

税が控除
されている
（課税）

源泉所得
税が控除
されていな
い（非課
税）

不明 その他

全体 1,299 11.6 76.0 9.1 3.3

市 591 9.1 78.3 9.3 3.2

区 131 0.8 95.4 0.8 3.1

町村 577 16.6 69.2 10.7 3.5
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６ 民生委員・児童委員への研修等の実施について 
 

問19．研修の実施状況 

（１）延べ研修開催回数／令和４年度 

 

 

（１）延べ研修開催回数・予定／令和５年度 

 

 

（２）研修開催方法について 

 
 

問20．実施した研修テーマ 

 

  

（％） （回）

調査数 ０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 平  均 最小値 最大値

ａ．単位民児協会長 1,105 75.6 16.7 3.0 1.3 0.4 3.1 0.60 0 30

ｂ．単位民児協役員等 1,101 76.6 13.8 4.1 2.0 0.3 3.3 0.71 0 54

ｃ．民生委員・児童委員（全体） 1,310 19.2 32.1 17.2 8.8 5.0 17.7 2.66 0 78

ｄ．主任児童委員（全体）のみ 1,152 61.0 22.1 8.0 3.4 2.0 3.5 0.80 0 14

ｅ．新任民生委員・児童委員 1,200 43.6 41.8 9.4 2.8 0.8 1.6 0.85 0 34

ｆ．中堅民生委員・児童委員（２期以上） 1,080 85.0 13.2 0.6 0.2 0.2 0.8 0.25 0 26

ｇ．新任主任児童委員のみ 1,069 92.1 6.5 0.8 0.1 0.1 0.3 0.11 0 12

ｈ．新任単位民児協会長 1,054 95.3 4.3 0.2 - - 0.3 0.08 0 17

ｉ．その他 992 78.2 5.5 2.9 3.7 1.7 7.9 1.08 0 44

（％） （回）

調査数 ０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 平  均 最小値 最大値

ａ．単位民児協会長 1,100 74.5 17.5 2.9 1.5 0.5 2.9 0.62 0 30

ｂ．単位民児協役員等 1,093 75.5 14.9 3.9 1.9 0.6 3.1 0.72 0 54

ｃ．民生委員・児童委員（全体） 1,318 12.2 34.3 17.8 11.0 5.5 19.1 2.94 0 24

ｄ．主任児童委員（全体）のみ 1,150 58.3 22.3 10.1 3.3 2.1 3.9 0.89 0 14

ｅ．新任民生委員・児童委員 1,120 70.3 20.2 4.5 2.4 1.3 1.4 0.55 0 48

ｆ．中堅民生委員・児童委員（２期以上） 1,080 82.6 15.6 0.4 0.3 0.3 0.8 0.28 0 22

ｇ．新任主任児童委員のみ 1,056 94.3 4.5 0.5 0.4 0.1 0.3 0.10 0 14

ｈ．新任単位民児協会長 1,050 97.4 2.0 0.3 - - 0.3 0.07 0 25

ｉ．その他 990 77.0 5.1 2.7 3.4 2.0 9.8 1.25 0 38

（％）

調査数 感染対策
しつつ対
面

資料配布
のみ

Ｚｏｏｍ等
のＷｅｂ会
議ツール
活用

ＹｏｕＴｕｂｅ
等の動画
配信サー
ビス活用

ＤＶＤ等の
映像記録
メディア活
用

その他

ａ．単位民児協会長 508 41.5 2.6 3.5 1.4 7.3 1.0

ｂ．単位民児協役員等 516 45.2 2.1 2.7 1.7 3.5 1.7

ｃ．民生委員・児童委員（全体） 1,129 87.2 4.5 4.0 2.8 10.9 1.7

ｄ．主任児童委員（全体） 661 62.5 2.3 4.7 5.6 9.1 1.1

ｅ．新任民生委員・児童委員 788 73.6 2.0 1.8 3.6 11.7 0.9

ｆ．中堅民生委員・児童委員（２期以上） 437 25.2 1.1 2.7 3.7 9.2 1.6

ｇ．新任主任児童委員 418 26.1 1.4 0.7 1.2 3.3 1.0

ｈ．新任単位民児協会長 364 10.2 1.6 0.8 0.8 1.9 0.8

ｉ．その他 315 55.6 1.3 3.8 1.6 7.3 0.6

（％）

調査数 民生委
員・児童
委員の
使命や
役割

民生委
員・児童
委員の
地域活
動の推
進につ
ながる
支援ノ
ウハウ
(事例検
討を含
む)

「地域版
活動強
化方策」
に関す
る内容

防災・災
害福祉
支援に
関する
内容

児童福
祉に関
する内
容

高齢者
福祉に
関する
内容

地域の
支え合
いネット
ワーク
の構築
や推進
に関す
る内容

関係機
関・団体
との連
携に関
する内
容

福祉票
の記録
方法に
関する
内容

活動記
録の書
き方に
関する
内容

証明事
務に関
する内
容

地域支
援に必
要な個
人情報
の取り
扱いに
関する
内容

人権課
題への
理解に
関する
内容

民児協
組織・運
営に関
する内
容

コロナ
禍にお
ける民
生委員・
児童委
員活動
に関す
る内容

ＩＣＴの
活用・使
い方に
関する
内容

実施し
ている
研修
テーマ
はない

その他

取り上げたテーマ 1,260 65.7 42.8 8.8 41.1 55.8 59.7 24.0 41.7 16.8 46.2 21.0 23.5 16.4 25.3 19.8 5.0 2.1 21.7

うち、新任研修で取り上げたもの 689 84.3 31.8 3.9 17.4 29.0 33.8 10.9 37.7 22.1 59.7 28.7 29.8 8.4 28.9 8.7 1.5 0.1 4.6
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７ 民児協としての関係機関・団体、行政との連携等について 
 

問21．関係機関・団体、行政との連携等について 

 
 

問22．地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定への参画有無 

 

（％）

調査数 連携・協力
している

日常的で
はないが、
必要に応
じて連携・
協力してい
る

機関紙（広
報誌）の交
換等の情
報交換は
している
が、連携・
協力まで
はしていな
い

ほとんど連
携・協力し
ていない

１．社会福祉協議会 1,354 87.6 12.3 - 0.1

２．福祉事務所／役所の福祉担当課 1,352 82.6 16.6 - 0.8

３．児童福祉相談所 1,330 6.5 52.3 5.5 35.7

４．家庭児童相談室／役所の児童福祉担当課 1,334 37.2 51.1 2.0 9.7

５．保健所、保健センター 1,338 22.2 48.4 5.7 23.8

６．病院・医院 1,326 2.0 34.7 4.8 58.5

７．公民館等の社会教育施設 1,331 13.6 42.7 7.0 36.7

８．児童館・学童保育クラブ 1,329 8.0 46.9 7.1 38.1

９．教育委員会 1,332 18.6 61.9 4.5 15.0

１０．学校（小・中・高） 1,341 32.7 57.5 3.1 6.7

１１．保育所／幼稚園 1,334 16.8 59.7 4.7 18.7

１２．地域包括支援センター 1,345 68.2 29.2 0.7 1.9

１３．障害者相談支援事業所 1,327 9.6 49.8 6.2 34.4

１４．地域子育て支援センター／児童家庭支援センター 1,322 12.6 50.9 6.1 30.4

１５．こども家庭センター／こども家庭総合支援拠点／
　　　子育て世代包括支援センター

1,327 14.3 46.1 6.0 33.6

１６．福祉施設／社会福祉法人 1,330 8.3 51.5 8.8 31.4

１７．自立相談支援機関 1,330 10.2 42.6 6.4 40.9

１８．居宅介護支援事業所（ケアマネジャー） 1,331 13.4 58.3 4.1 24.1

１９．警察署（交番） 1,335 9.5 60.2 6.0 24.3

２０．消防署 1,328 5.2 50.1 6.1 38.6

２１．裁判所／弁護士会（事務所）等 1,324 0.3 14.1 6.8 78.8

２２．ボランティアセンター（社協等） 1,329 29.2 44.5 4.9 21.4

２３．老人クラブ（老人会） 1,328 9.7 46.9 7.3 36.1

２４．ボランティア団体／ＮＰＯ団体 1,327 6.0 41.8 8.8 43.4

２５．自治会・町内会 1,338 41.0 44.8 3.3 10.9

２６．ＰＴＡ 1,327 4.2 39.0 5.9 50.9

２７．福祉の当事者団体・組織 1,323 4.9 45.0 8.8 41.3

２８．その他 343 1.7 6.7 0.3 91.3

（％）

調査数 策定委員
会に委員
として民児
協から参
画

計画策定
に関する
アンケート
などに回
答

計画内容
に関する
要望書を
提出

計画を策
定していな
い

その他

市区町村行政の地域福祉計画 1,327 75.6 6.9 - 13.3 4.2

社協の地域福祉活動計画 1,299 66.1 6.2 - 19.9 7.8
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問23．市区町村行政への意見具申の実施について 

（１）過去３年間の意見具申実施回数 

 

 

（１）過去３年間の意見具申実施回数（合計） 

 

 

（３）市区町村行政への意見具申を実施していない理由 

 

 

  

（回）
調査数 平  均 最小値 最大値

令和２年度 1,330 0.22 0 14
令和３年度 1,330 0.22 0 14
令和４年度 1,330 0.28 0 28

（％） （回）
調査数 ０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 平  均 最小値 最大値

全体 1,330 82.9 5.6 2.8 4.5 0.7 3.5 0.72 0 54

市 598 78.3 8.0 3.7 5.2 1.2 3.7 0.85 0 54

区 130 82.3 3.1 1.5 9.2 - 3.8 0.92 0 30

町村 602 87.5 3.8 2.2 2.8 0.3 3.3 0.55 0 37

（％）

調査数 意見具申
を行う必要
がなかっ
たから

行政が事
務局を
担ってお
り、民児協
の意見を
日常的に
伝えてい
るため

意見をまと
めるには
事務体制
が弱いた
め

意見具申
を行う前提
となる活動
の実態把
握ができ
ていない
ため

その他

1,065 34.0 68.0 1.8 3.3 9.2
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８ 民生委員・児童委員に関する広報・啓発活動について 
 

問24．ＳＮＳ、ホームページ、広報誌、広報グッズの活用状況 

 

 

問24－３．ＳＮＳ（詳細） 

 

 

問24－４．全民児連ＰＲグッズ（詳細） 

 

 

問25．民児協で実施している広報・啓発活動の主な対象 

 

※集計方法 

問25a～問25cの主な対象で重複して選択された場合は1件として集計した。 

 

  

（％）
調査数 広報誌（地

域住民向
け）

ホーム
ページ

ＳＮＳ 全民児連Ｐ
Ｒグッズ

都道府県・
指定都市
民児協作
成ＰＲグッ
ズ

市区町村
民児協（貴
民児協）作
成ＰＲグッ
ズ

活用してい
るものはな
い

その他

全体 1,340 69.7 36.1 5.8 59.9 26.2 26.0 4.9 8.4

市 608 70.4 47.2 7.7 70.2 28.5 30.9 2.3 9.0

区 135 66.7 40.0 10.4 78.5 40.7 52.6 0.7 11.9

町村 597 69.7 24.0 2.8 45.1 20.6 15.1 8.5 7.0

（％）

調査数 Ｆａｃｅｂｏｏ
ｋ

Ｉｎｓｔａｇｒａ
ｍ

ＬＩＮＥ公式
アカウント

Ｔｗｉｔｔｅｒ その他

77 37.7 22.1 35.1 36.4 16.9

（％）

調査数 抗菌クリア
ファイル

ＰＲカード ＰＲチラシ 新任候補
者向けパ
ンフレット

委員制度
紹介パン
フレット

子ども向け
フリーペー
パー「みん
せい！」

その他

794 26.3 79.0 53.5 27.6 24.3 16.2 3.8

（％）

調査数 主に妊産
婦対象

主に未就
学児対象
（保護者含
む）

主に小学
生対象

主に中学
生・高校生
対象

主に大学
生対象

主に２０歳
～３９歳

主に４０歳
～５９歳

主に６０歳
以上

対象年齢
を定めな
い

その他

1,092 3.4 13.8 20.8 11.1 0.3 1.7 2.5 21.8 81.5 8.8
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９ 地域版活動強化方策への取り組みについて 
 

問26．「市区町村民児協版活動強化方策」への取り組みについて 

（１）市区町村民児協版活動強化方策の作成状況 

 

 

（２）市区町村民児協版活動強化方策を作成してよかったこと 

 

 

（３）「市区町村民児協版活動強化方策」を作成しない理由 

 

 

問27．「単位民児協版活動強化方策」作成の支援について 

（１）市区町村民児協による管内単位民児協に対する活動強化方策作成支援の有無 

 

（％）

調査数 作成した 作成中 まだ作成し
ていない
（今後作成
予定）

作成しない 未定

1,348 19.9 2.1 10.0 31.9 36.1

（％）

調査数 市区町村
民児協活
動の方向
性を話しあ
うきっかけ
となった

市区町村
民児協活
動の充実・
強化につ
ながった

中期的な
視点での
活動の見
通しを立て
ることがで
きた

新任委員
等に市区
町村民児
協の実際
の活動や
目標を伝
えるため
の資料と
なった

市区町村
民児協の
役員引継
ぎのため
の資料と
なった

単位民児
協の活動
や課題が
明らかに
なった

267 80.1 55.1 30.0 33.0 13.1 45.7

（％）

調査数 活動強化
方策では
ない中期
計画などを
作成してい
るため

都道府県
民児協が
作成した
「活動強化
方策」や
「活動計
画」などに
則った活
動をしてい
るため

作成にか
かる負担
が大きく、
時間もない
ため

管内単位
民児協に
おいて活
動強化方
策を作成
すれば、市
区町村民
児協版は
不要と考
えているた
め

「民生委員
制度創設
100周年活
動強化方
策」を知ら
ないため

作成方法
がわから
ないため

421 2.1 48.0 45.4 8.6 6.2 10.5

（％）
調査数 実施して

いる
実施してい
ない

市区町村
民児協が
単位民児
協である

1,331 8.5 41.7 49.8
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（２）市区町村民児協による管内単位民児協に対する活動強化方策作成支援の内容 

 

 

  

（％）

調査数 活動強化
方策作成
に関する
研修会の
実施

作成マ
ニュアル
の配布

単位民児
協の定例
会や研修
への民児
協役職員
や講師の
派遣

活動強化
方策作成
モデル民
児協等の
指定

助成金等
の交付

その他

111 38.7 46.8 14.4 1.8 5.4 23.4
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１０ 委員活動等への支援の状況について 
 

問28．民生委員・児童委員活動支援の実施状況 

 

 

問29．主任児童委員活動への支援の実施状況 

 

 

問30．単位民児協活動への支援の実施状況 

 

 

  

（％）
調査数 活動に関

する手引
き等の作
成

法・制度
の改正や
地域の事
業・関係
機関に関
する情報
提供

行政・社
協・関係
機関にお
ける助
言・相談
などサ
ポート体
制の充実

担当区域
を拡大し
複数委員
で区域を
担当する
複数人制
や班活動
（チーム
制）の実
施

担当世帯
数適正化
のための
取り組み
（定期的
な地区割
の見直
し、定員
増など）
の実施

先輩委員
が後輩委
員のサ
ポートを
担当する
コーチ制
の実施

単位民児
協定例会
への市区
町村民児
協事務局
担当者の
参加

単位民児
協への事
務局担当
者の配置

委員の活
動しやす
い時間に
あわせた
活動（土
日や夜間
の活用含
む）

ＩＣＴ化の
推進支援

企業の協
力推進支
援、ＰＲ等

民生委
員、民児
協活動の
「棚卸し」
に基づく
その役割
の整理

委員同士
の交流、
親睦の機
会づくり

とくになし その他

全体 1,349 32.5 67.3 74.4 5.8 21.4 6.2 51.6 31.1 15.3 7.4 1.3 2.4 65.1 4.1 1.6

市 605 38.7 70.6 75.0 5.5 29.1 6.0 53.9 28.8 15.4 7.6 2.0 3.1 60.0 2.0 2.0

区 134 41.8 82.1 71.6 5.2 32.1 6.0 49.3 9.7 20.9 23.1 1.5 2.2 68.7 0.7 1.5

町村 610 24.4 60.8 74.4 6.2 11.5 6.6 49.8 38.2 14.1 3.8 0.7 1.6 69.3 6.9 1.1

（％）
調査数 主任児童

委員活動
に特化し
た手引き
等の作成

主任児童
委員を対
象とした
研修の実
施

主任児童
委員同士
の仲間づ
くり、支え
合いの場
づくり（部
会の設置
等）

法・制度
の改正や
地域の事
業・関係
機関に関
する情報
提供

行政・社
協・関係
機関にお
ける助
言・相談
などサ
ポート体
制の充実

学校・教
育委員会
等との関
係強化に
関する支
援

児童委員
に対する
主任児童
委員制
度・活動
の理解促
進

とくになし その他

全体 1,345 5.3 36.0 49.3 48.3 62.2 37.9 19.9 10.5 2.6

市 605 6.3 49.9 66.8 49.6 60.0 34.4 21.5 6.4 2.5

区 134 12.7 56.0 73.9 61.9 63.4 32.1 29.9 5.2 3.0

町村 606 2.6 17.7 26.4 43.9 64.0 42.7 16.2 15.7 2.6

（％）
調査数 運営に関

する手引
き等の作
成

法・制度
の改正や
地域の事
業・関係
機関に関
する情報
提供

行政・社
協・関係
機関にお
ける助
言・相談
などサ
ポート体
制の充実

定例会へ
の市区町
村民児協
事務局の
参加

単位民児
協の新任
会長、新
任副会長
等役員へ
の研修

事例検討
や単位民
児協での
研修への
協力

市区町村
民児協と
単位民児
協が同一
である
（＝市区
町村内に
単位民児
協が１つ
しかない）

とくになし その他

全体 780 9.2 57.7 62.4 51.9 12.8 44.5 13.3 4.4 1.8

市 561 9.8 59.5 66.8 55.8 14.4 48.1 4.1 5.2 2.0

区 130 12.3 78.5 67.7 53.1 9.2 49.2 2.3 3.1 2.3

町村 89 1.1 15.7 27.0 25.8 7.9 14.6 87.6 1.1 0.0
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問31．民生委員・児童委員協力員制度について 

（１）民生委員・児童委員協力員制度の有無 

 
 

（２）実施している民生委員・児童委員協力員制度の詳細 

ａ．委嘱者 

 

 

ｂ．協力員の対象要件 

 

 

ｃ．配置基準（人数） 

 
 

  

（％）
調査数 民生委

員・児童
委員協力
員制度を
設けてい
る

民生委
員・児童
委員協力
員制度を
設けてい
ない

全体 1,347 19.1 80.9

市 608 22.4 77.6

区 131 38.2 61.8

町村 608 11.7 88.3

（％）

調査数 市区町村
長

都道府県
知事

市区町村
社協会長

都道府県
社協会長

市区町村
民児協会
長

都道府県
民児協会
長

その他

250 42.4 34.4 17.6 - 2.0 3.6 6.8

（％）
調査数 民生委員・

児童委員
経験者

活動地区
の住民

協力員の
対象要件
なし

その他

全体 251 17.1 68.1 20.3 11.2

市 135 14.8 67.4 20.7 10.4

区 50 18.0 86.0 10.0 14.0

町村 66 21.2 56.1 27.3 10.6

（％）

調査数 民生委員・
児童委員
１人に対し
て配置基
準がある

民児協１
か所に対
して配置
基準があ
る

欠員地区
１地域に対
して配置
基準があ
る

配置基準
なし

その他

251 48.6 13.5 4.0 19.5 24.7
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ｃ．配置基準がある場合の配置可能協力員数 

 

 

ｃ．民児協１か所に対する協力員の配置可能人数 

 
 

ｃ．欠員地区１地域に対する協力員の配置可能人数 

 

 

ｄ．配置の効果 

 

  

（人）

調査数 平  均 最小値 最大値

民生委員・児童委員１人に対する協力員の
配置可能人数

117 1.40 1 4

民児協１か所に対する協力員の配置可能人
数

34 6.76 1 132

欠員地区１地域に対する協力員の配置可能
人数

10 1.10 1 2

（％）
調査数 １人 ２人 ３人以上

全体 34 2.9 5.9 91.2

市 19 - 5.3 94.7

区 7 - - 100.0

町村 8 12.5 12.5 75.0

（％）

調査数 １人 ２人

全体 10 90.0 10.0

市 3 66.7 33.3

区 7 100.0 -

町村 - - -

（％）
調査数 民生委員・

児童委員
の負担軽
減につな
がった

各委員の
活動しやす
い時間帯
を踏まえて
活動分担
ができる

欠員地域
のカバーが
できている

任期途中
での退任
や１期で退
任する委
員が減少
した

充足率の
維持・上昇
につながっ
ている

とくになし その他

全体 250 81.6 20.4 25.2 1.6 13.2 4.8 12.0

市 135 82.2 26.7 22.2 2.2 15.6 4.4 12.6

区 49 93.9 16.3 49.0 2.0 16.3 - 10.2

町村 66 71.2 10.6 13.6 - 6.1 9.1 12.1
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ｅ．課題 

 

 

  

（％）
調査数 協力員の

なりて確保
が難しい

協力員に
支弁する
活動費の
財源が不
足している

協力員の
活動範囲
の調整が
難しい

民生委員
との情報
共有が難
しい

とくになし その他

全体 249 68.7 14.1 24.9 21.3 12.4 7.6

市 134 73.1 17.9 26.9 26.9 6.7 11.2

区 48 62.5 2.1 31.3 8.3 16.7 -

町村 67 64.2 14.9 16.4 19.4 20.9 6.0
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１１ 災害に備える対応について 
 

問32．民児協としての防災や発災時における活動に関する市区町村行政との取り決め有無 

 

 

問33．民生委員・児童委員と避難行動要支援者名簿との関わりについて 

（１）行政からの「避難行動要支援者名簿」の提供 

 

 

（２）「避難行動要支援者名簿」の保管方法に関するルール 

 

 

 

 

  

（％）

調査数 取り決め
がある

取り決めを
検討中で
ある

取り決め
はないが、
民生委員・
児童委員
の防災や
発災時の
活動が行
政の指導
または地
域防災計
画で明確
に示されて
おり、民児
協も同意し
ている

取り決め
はない

ａ．平常時の活動 1,337 10.3 7.6 30.3 51.8

ｂ．発災時の活動 1,341 10.7 7.8 33.1 48.4

ｃ．発災後の活動 1,338 8.5 7.8 32.2 51.4

（％）
調査数 民生委員・

児童委員
に提供され
ている

いまは民
生委員・児
童委員に
提供されて
いないが、
今後提供
される予定
である

行政が平
常時から
の名簿情
報提供を
行っていな
い

民生委員・
児童委員
には提供さ
れていない

全体 1,344 69.4 8.6 7.1 14.9

市 607 79.2 5.6 5.1 10.0

区 133 72.2 1.5 4.5 21.8

町村 604 58.9 13.2 9.6 18.2

（％）

調査数 ある ない

民児協内のルール 892 49.1 50.9

名簿提供行政との間でのルール 916 85.7 14.3
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（３）避難行動要支援者名簿にかかる市区町村行政からの協力依頼 

 

 

問34．市区町村行政による「個別避難計画」作成への民児協としての協力について 

（１）市区町村行政からの「個別避難計画」作成にかかる協力依頼 

 

 

（２）市区町村行政からの「個別避難計画」作成にかかる協力依頼の内容 

 

 

  

（％）
調査数 名簿作成

への協力
名簿更新
への協力

避難支援
等関係者
への名簿
情報提供
に関する
本人同意
の取得

避難支援
等実施者
確保のた
めの近隣
住民への
働きかけ

発災後の
避難行動
要支援者
の安否確
認

全体 1,103 53.9 59.6 38.2 31.0 57.0

市 519 53.4 62.0 43.7 30.3 57.0

区 83 18.1 32.5 10.8 34.9 74.7

町村 501 60.3 61.5 36.9 31.1 54.1

（％）
調査数 依頼があった 依頼はない

全体 1,339 33.1 66.9

市 609 35.0 65.0

区 126 27.0 73.0

町村 604 32.5 67.5

（％）

調査数 計画策定の
ための「地
域調整会
議」への参
加

避難行動要
支援者への
周知・説明

計画作成へ
の避難行動
要支援者の
同意取得

避難時に支
援する人
（協力者）の
確保

避難行動要
支援者の生
活状況等に
関する情報
提供

自治会・町
内会での取
り組みにつ
いての協力
要請

福祉専門職
による計画
作成の際の
協力要請

その他

全体 439 19.8 56.5 40.8 32.6 44.6 37.6 12.5 7.1

市 212 21.2 54.2 37.7 27.8 42.0 40.1 13.2 9.4

区 33 12.1 45.5 6.1 33.3 12.1 36.4 15.2 12.1

町村 194 19.6 60.8 50.0 37.6 53.1 35.1 11.3 3.6
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１２ 一斉改選について 
 

問35．一斉改選の結果について 

（１）自治体の充足率（％） 

令和４年１２月１日現在（今回の一斉改選結果） 

 
 

令和元年１２月１日現在（前回の一斉改選結果） 

 

 

令和４年１２月と令和元年１２月の一斉改選後の充足率の増減比較 

 

 

（２）新任委員率（％） 

 

 

問36．配置基準（担当世帯数について） 

（１）民生委員・児童委員配置基準／民生委員・児童委員１人に対する担当世帯数 

 

 

（２）主任児童委員の配置基準／民生委員・児童委員の定数（下限数） 

 

 

（３）主任児童委員の配置基準／主任児童委員の定数 

 

 

（％） （％）
調査数 ０～

７４．
７５～
７９．

８０～
８４．

８５～
８９．

９０～
９１．

９２～
９３．

９４～
９５．

９６～
９７．

９８～
９９．

１００％ 平  均 最小値 最大値

全体 1,343 2.6 2.6 3.9 9.3 6.2 8.3 10.1 10.1 11.1 35.7 94.37 0.00 100.00

市 606 2.6 3.0 5.3 9.7 5.9 9.7 12.2 14.9 18.5 18.2 93.59 0.91 100.00

区 130 - - 4.6 23.1 19.2 19.2 11.5 8.5 10.8 3.1 92.37 80.90 100.00

町村 607 3.1 2.8 2.5 5.9 3.6 4.6 7.7 5.8 3.8 60.1 95.58 0.00 100.00

（％） （％）
調査数 ０～

７４．９％
７５～
７９．９％

８０～
８４．９％

８５～
８９．９％

９０～
９１．９％

９２～
９３．９％

９４～
９５．９％

９６～
９７．９％

９８～
９９．９％

１００％ 調査数 平  均 最小値 最大値

1,343 2.6 2.6 3.9 9.3 6.2 8.3 10.1 10.1 11.1 35.7 1,343 94.37 0.00 100.00

（％） （％）
調査数 －５．０

以上
－４．９
～－４．
０

－３．９
～３．０

－２．９
～－２．
０

－１．９
～－１．
０

－０．９
～０

＋０．１
～＋０．
９

＋１．０
～＋１．
９

＋２．０
～＋２．
９

＋３．０
～＋３．
９

＋４．０
～＋４．
９

＋５．０
以上

平  均 最小値 最大値

全体 1,329 13.7 4.7 4.6 6.0 12.3 43.9 3.9 3.7 1.8 1.4 0.8 3.2 -1.50 -25.3 25.0

市 593 13.0 4.4 5.7 7.4 18.5 32.7 6.2 5.4 2.2 1.7 0.8 1.9 -1.63 -24.0 17.5

区 130 6.9 8.5 6.9 10.0 26.2 16.9 11.5 7.7 2.3 0.8 - 2.3 -1.40 -9.0 7.0

町村 606 15.8 4.1 3.0 3.8 3.1 60.6 - 1.2 1.3 1.3 1.0 4.8 -1.39 -25.3 25.0

（％） （％）
調査数 ～１４．

９％
１５．０
～１９．
９％

２０．０
～２４．
９％

２５．０
～２９．
９％

３０．０
～３４．
９％

３５．０
～３９．
９％

４０．０
～４４．
９％

４５．０
～４９．
９％

５０％以
上

平  均 最小値 最大値

全体 1,337 10.9 9.9 12.2 11.4 12.0 8.2 8.0 7.1 20.3 35.14 0 100

市 604 7.8 7.8 13.4 12.7 13.6 9.3 7.8 9.8 17.9 35.67 0 100

区 128 11.7 31.3 28.1 15.6 7.0 1.6 0.8 1.6 2.3 22.41 0 60

町村 605 13.9 7.4 7.6 9.1 11.6 8.4 9.8 5.6 26.6 37.32 0 100

（％） （世帯）
調査数 ～６９世

帯
７０～９９
世帯

１００～１
２９世帯

１３０～１
５９世帯

１６０～１
８９世帯

１９０～２
１９世帯

２２０～２
４９世帯

２５０～２
９９世帯

３００～３
４９世帯

３５０～３
９９世帯

４００～４
４９世帯

４５０～４
９９世帯

５００世帯
以上

調査数 平  均 最小値 最大値

1,190 4.3 8.3 15.1 10.5 7.4 19.2 5.2 11.7 7.0 4.1 3.9 0.6 2.8 1,190 210.82 25 900

（人）
調査数 平  均 最小値 最大値

906 35.07 1 120

（人）
調査数 平  均 最小値 最大値

906 1.98 1 7
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（４）主任児童委員の配置基準／民生委員・児童委員の定数（上限数） 

 

 

（５）主任児童委員の配置基準／主任児童委員の定数 

 

 

※主任児童委員の配置基準に関する設問について、明らかにエラーと考えられる回答（主任児童委員の定数

が0、基準となる民生委員・児童委員数が0、民生委員・児童委員数と主任児童委員数が同じなど）は、集

計分母から抜いています。 

 

問37．改選に伴う配置基準（担当世帯数）の変更状況について 

（１）①民生委員・児童委員の配置基準の変更有無 

 

 

（１）②主任児童委員の配置基準の変更有無 

 

 

（２）①民生委員・児童委員の配置基準（担当世帯数）の変更の理由 

 

  

（人）
調査数 平  均 最小値 最大値

718 36.17 1 100

（人）
調査数 平  均 最小値 最大値

718 2.77 1 10

（％）

調査数 基準となる
民生委員・
児童委員
の担当世
帯数を増
やした

基準となる
民生委員・
児童委員
の担当世
帯数を減
らした

配置基準
の変更は
行わな
かった

1,341 3.6 5.7 90.8

（％）

調査数 主任児童
委員の配
置の基準
となる民生
委員・児童
委員の定
数を増やし
た

主任児童
委員の配
置の基準
となる民生
委員・児童
委員の定
数を減らし
た

配置基準
の変更は
行わな
かった

1,341 1.2 1.0 97.8

（％）

調査数 民児協が
要望した

自治会等
地域の関
係団体か
ら要望が
あった

推薦母体
から要望
があった

民生委員・
児童委員
の負担軽
減のため

地域の世
帯構成が
変化したた
め

その他

124 48.4 22.6 4.0 52.4 25.0 10.5
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（２）②主任児童委員の配置基準の変更の理由 

 
 

（３）①民生委員・児童委員の配置基準（担当世帯数）の変更にかかる行政と民児協との事前協議の 

有無 

 

 

（３）②主任児童委員の配置基準の変更にかかる行政と民児協との事前協議の有無 

 

 

問38．民児協の分割や統廃合の状況について 

（１）民児協の分割や統廃合の有無 

 

 

（２）民児協の分割や統合の理由 

 

  

（％）

調査数 民児協が
要望した

自治会等
地域の関
係団体か
ら要望が
あった

推薦母体
から要望
があった

主任児童
委員の負
担軽減の
ため

民生委員・
児童委員
の定数が
変更に伴う
もの

その他

25 60.0 4.0 - 24.0 32.0 20.0

（％）

調査数 行政と民
児協との
事前協議
があった

行政と民
児協との
事前協議
はなかった

その他

122 90.2 9.0 0.8

（％）

調査数 行政と民
児協との
事前協議
があった

行政と民
児協との
事前協議
はなかった

その他

26 73.1 23.1 3.8

（％）

調査数 新たに単
位民児協
を設置した

単位民児
協の統合
を行った

単位民児
協の廃止
があった

単位民児
協の設置
や統廃合
は行わな
かった

1,341 0.7 0.3 0.1 98.9

（％）

調査数 民児協が
要望した

自治会等
地域の関
係団体か
ら要望が
あった

民生委員・
児童委員
の負担軽
減のため

民生委員・
児童委員
の定数変
更に伴うも
の

市区町村
合併に伴う
もの

その他

14 71.4 14.3 - - - 21.4
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（３）民児協の分割や統合にかかる行政と民児協との事前協議の有無 

 

 

問39．民生委員・児童委員の選任の要件について（政令指定都市、中核市のみ回答） 

（１） 年齢要件の有無 

 

  

（％）

調査数 行政と民
児協との
事前協議
があった

行政と民
児協との
事前協議
はなかった

その他

13 92.3 7.7 -

（％）
調査数 年齢要件が

ある（例外
を認めている
場合も含
）

年齢要件は
ない

区域担当︓年齢要件の有無／新任 72 97.2 2.8
区域担当︓年齢要件の有無／再任 72 95.8 4.2
主任児童委員︓年齢要件の有無／新任 72 97.2 2.8
主任児童委員︓年齢要件の有無／再任 71 94.4 5.6
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（２）年齢要件の詳細 

ア．区域担当民生委員・児童委員の年齢要件 

新任委員／ａ．年齢（歳） 

 
 

新任委員／ｂ．例外的取扱い 

 

 

再任委員／ａ．年齢（歳） 

 
再任委員／ｂ．例外的取扱い 

 

 

イ．主任児童委員の年齢要件 

新任委員／ａ．年齢（歳） 

 

 

  

（％） （歳）
調査数 ７０歳未

満
７０～７５
歳未満

７５歳以
上

調査数 平  均 最小値 最大値

55 18.2 70.9 10.9 50 73.58 65 80

（％）
調査数 １期のみ ほかにな

りてや適
任者がい
ない場合

健康状態
等に問題
がない場
合

通常の推
薦書類に
加えて、
意見書や
理由書等
書類の提
出がある
場合

民生委員
推薦会等
からの積
極的な推
薦がある
場合

本人のや
る気や同
意がある
場合

委員活動
に支障の
ある事由
がない場
合

例外は認
めていな
い

その他

64 7.8 46.9 26.6 28.1 10.9 23.4 12.5 32.8 10.9

（％） （歳）
調査数 ７５歳未

満
７５歳以
上

調査数 平  均 最小値 最大値

68 76.5 23.5 68 75.78 74 81

（％）
調査数 １期のみ ほかにな

りてや適
任者がい
ない場合

健康状態
等に問題
がない場
合

通常の推
薦書類に
加えて、
意見書や
理由書等
書類の提
出がある
場合

民生委員
推薦会等
からの積
極的な推
薦がある
場合

本人のや
る気や同
意がある
場合

委員活動
に支障の
ある事由
がない場
合

例外は認
めていな
い

その他

68 41.2 67.6 52.9 44.1 22.1 50.0 23.5 7.4 22.1

（％）
調査数 ５５歳未

満
５５～６０
歳未満

６０～６５
歳未満

６５～７０
歳未満

７０～７５
歳未満

７５歳以
上

調査数 平  均 最小値 最大値

46 2.2 47.8 4.3 23.9 8.7 13.0 45 61.76 54 75
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新任委員／ｂ．例外的取扱い 

 

 

再任委員／ａ．年齢（歳） 

 

 

再任委員／ｂ．例外的取扱い 

 

  

（％）
調査数 １期のみ ほかにな

りてや適
任者がい
ない場合

健康状態
等に問題
がない場
合

通常の推
薦書類に
加えて、
意見書や
理由書等
書類の提
出がある
場合

民生委員
推薦会等
からの積
極的な推
薦がある
場合

本人のや
る気や同
意がある
場合

委員活動
に支障の
ある事由
がない場
合

例外は認
めていな
い

その他

66 3.0 63.6 33.3 33.3 16.7 31.8 18.2 12.1 16.7

（％）
調査数 ５５歳未

満
５５～６０
歳未満

６０～６５
歳未満

６５～７０
歳未満

７０～７５
歳未満

７５歳以
上

調査数 平  均 最小値 最大値

67 25.4 4.5 31.3 9.0 22.4 7.5 66 65.08 55 78

（％）
調査数 １期のみ ほかにな

りてや適
任者がい
ない場合

健康状態
等に問題
がない場
合

通常の推
薦書類に
加えて、
意見書や
理由書等
書類の提
出がある
場合

民生委員
推薦会等
からの積
極的な推
薦がある
場合

本人のや
る気や同
意がある
場合

本人のや
る気や同
意がある
場合

委員活動
に支障の
ある事由
がない場
合

例外は認
めていな
い

その他

65 16.9 61.5 41.5 33.8 18.5 36.9 20.0 15.4 18.5 18.5
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（３）居住要件 

区域担当／居住要件有無 

 

 

区域担当／居住年数（年以上） 

 

 

主任児童委員／居住要件有無 

 

 

主任児童委員／居住年数（年以上） 

 

 

（４）その他要件の有無 

 

 

問40．民生委員・児童委員候補者の推薦や説明の実施について 

（１）民生委員・児童委員候補者の推薦を依頼している機関・団体 

 

 

  

（％）
調査数 居住期間

要件があ
る

居住期間
要件はな
い

その他

72 13.9 81.9 4.2

調査数 平  均 最小値 最大値
10 3.80 2 5

（％）
調査数 居住期間

要件があ
る

居住期間
要件はな
い

その他

72 16.7 72.2 11.1

調査数 平  均 最小値 最大値

10 2.86 0 5

（％）
調査数 ある ない

66 21.2 78.8

（％）

調査数 自治会・町
内会

民生委員
推薦準備
会

市区町村
社会福祉
協議会

その他の
社会福祉
法人（社会
福祉施設）

学校・PTA
関係者

福祉活動
を行うボラ
ンティア・
NPO関係
団体

その他

1,341 73.5 13.3 7.5 1.3 4.1 1.6 8.8
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（２）新任民生委員・児童委員や候補者への委員活動に関する説明の実施状況 

①推薦前に実施している説明 

 

 

 

 

②推薦後～委嘱前に実施している説明 

 

 

 

 

  

（％）

調査数 行政 市区町村
民児協事
務局

市区町村
民児協会
長

単位民児
協会長

前任の委
員

同じ単位
民児協の
委員

現任の主
任児童委
員

説明してい
ない

その他

ａ．民生委員の法的位置づけについて 1,204 43.2 25.3 3.3 8.0 12.8 4.5 3.5 24.6 9.0

ｂ．委員活動の概要について 1,268 43.7 27.5 4.8 11.3 22.6 6.8 5.0 16.1 11.5

ｃ．民生委員の守秘義務について 1,151 37.8 23.9 4.2 10.4 15.6 5.2 4.2 29.6 8.2

ｄ．委員活動費について 1,097 32.7 22.8 3.4 9.0 13.0 4.2 3.3 35.1 8.2

ｅ．民児協活動について 1,160 35.9 26.0 4.2 12.1 21.2 6.2 4.3 26.0 8.6

ｆ．定例会や研修への参加について 1,143 34.0 26.1 4.7 11.5 18.8 5.9 4.3 28.6 8.6

ｇ．活動記録の記入について 956 17.5 14.3 3.2 6.7 12.3 4.4 3.5 58.3 4.5

ｈ．民生委員への支援体制について 1,033 27.3 19.9 3.6 7.6 11.5 4.4 3.7 46.8 5.7

ｉ．地域の関係機関について 990 23.2 17.9 3.4 7.6 12.3 4.2 3.2 50.0 5.8

ｊ．その他 187 5.9 3.2 1.1 1.1 1.1 - - 85.6 4.8

（％）
調査数 説明している 説明していない その他

ａ．民生委員の法的位置づけについて 1,204 68.4 24.6 9.0

ｂ．委員活動の概要について 1,268 75.3 16.1 11.5

ｃ．民生委員の守秘義務について 1,151 63.9 29.6 8.2

ｄ．委員活動費について 1,097 58.2 35.1 8.2

ｅ．民児協活動について 1,160 67.4 26.0 8.6

ｆ．定例会や研修への参加について 1,143 64.7 28.6 8.6

ｇ．活動記録の記入について 956 37.4 58.3 4.5

ｈ．民生委員への支援体制について 1,033 48.5 46.8 5.7

ｉ．地域の関係機関について 990 44.7 50.0 5.8

ｊ．その他 187 9.6 85.6 4.8

（％）

調査数 行政 市区町村
民児協事
務局

市区町村
民児協会
長

単位民児
協会長

前任の委
員

同じ単位
民児協の
委員

現任の主
任児童委
員

説明してい
ない

その他

ａ．民生委員の法的位置づけについて 1,073 25.3 17.0 3.2 6.2 11.5 3.5 3.0 50.8 4.3

ｂ．委員活動の概要について 1,118 24.8 18.9 4.0 8.1 20.0 4.9 4.0 44.6 4.7

ｃ．民生委員の守秘義務について 1,081 22.8 17.5 3.7 8.2 14.9 4.2 3.3 49.4 4.3

ｄ．委員活動費について 1,059 19.2 16.1 2.8 7.4 12.5 3.9 2.8 54.7 3.7

ｅ．民児協活動について 1,103 20.1 18.4 4.0 9.2 19.9 5.4 3.9 48.1 3.8

ｆ．定例会や研修への参加について 1,097 20.9 19.0 3.6 9.5 18.4 5.0 3.6 47.9 3.6

ｇ．活動記録の記入について 1,016 14.1 12.4 3.2 6.5 15.6 4.7 3.2 59.9 3.3

ｈ．民生委員への支援体制について 1,022 18.6 15.7 3.0 6.3 11.4 4.0 2.6 58.2 3.6

ｉ．地域の関係機関について 1,006 16.8 13.9 2.9 6.3 14.1 4.6 2.7 58.5 3.8

ｊ．その他 215 7.0 4.7 0.9 1.4 5.1 0.5 0.5 81.9 4.7

（％）
調査数 説明している 説明していない その他

ａ．民生委員の法的位置づけについて 1,073 45.8 50.8 4.3

ｂ．委員活動の概要について 1,118 52.1 44.6 4.7

ｃ．民生委員の守秘義務について 1,081 47.5 49.4 4.3

ｄ．委員活動費について 1,059 42.3 54.7 3.7

ｅ．民児協活動について 1,103 49.0 48.1 3.8

ｆ．定例会や研修への参加について 1,097 49.3 47.9 3.6

ｇ．活動記録の記入について 1,016 37.2 59.9 3.3

ｈ．民生委員への支援体制について 1,022 38.5 58.2 3.6

ｉ．地域の関係機関について 1,006 37.9 58.5 3.8

ｊ．その他 215 13.5 81.9 4.7
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③委嘱後に実施している説明 

 

 

 

 

問41．管内にある単位民児協会長の民生委員・児童委員経験期数について（人） 

 

 

※集計方法 

 各期の人数÷各期の合計人数（調査数） 

 

  

（％）

調査数 行政 市区町村
民児協事
務局

市区町村
民児協会
長

単位民児
協会長

前任の委
員

同じ単位
民児協の
委員

現任の主
任児童委
員

説明してい
ない

その他

ａ．民生委員の法的位置づけについて 1,241 53.4 50.4 11.2 12.2 6.8 6.4 4.2 4.4 3.5

ｂ．委員活動の概要について 1,265 51.1 53.4 14.8 18.8 14.9 12.1 7.0 3.2 3.4

ｃ．民生委員の守秘義務について 1,273 52.5 53.2 14.1 18.2 11.1 9.7 6.0 3.3 3.8

ｄ．委員活動費について 1,260 44.0 55.9 11.4 16.4 7.6 8.8 4.4 4.7 2.1

ｅ．民児協活動について 1,261 41.3 56.6 16.7 24.7 17.6 15.8 7.5 3.3 3.3

ｆ．定例会や研修への参加について 1,269 39.7 58.7 14.7 24.5 14.0 14.6 7.5 2.8 2.3

ｇ．活動記録の記入について 1,291 40.0 50.6 14.1 24.3 17.2 19.2 7.9 1.9 3.9

ｈ．民生委員への支援体制について 1,235 45.7 55.7 12.1 17.9 9.4 10.9 5.6 7.2 2.3

ｉ．地域の関係機関について 1,232 46.1 54.5 11.4 19.0 11.0 12.2 6.0 6.1 3.5

ｊ．その他 169 14.8 15.4 1.2 4.1 8.3 1.8 1.8 55.6 9.5

（％）

調査数 説明してい
る

説明してい
ない

その他

ａ．民生委員の法的位置づけについて 1,241 93.0 4.4 3.5

ｂ．委員活動の概要について 1,265 94.9 3.2 3.4

ｃ．民生委員の守秘義務について 1,273 94.4 3.3 3.8

ｄ．委員活動費について 1,260 94.0 4.7 2.1

ｅ．民児協活動について 1,261 94.9 3.3 3.3

ｆ．定例会や研修への参加について 1,269 96.0 2.8 2.3

ｇ．活動記録の記入について 1,291 95.6 1.9 3.9

ｈ．民生委員への支援体制について 1,235 91.1 7.2 2.3

ｉ．地域の関係機関について 1,232 92.0 6.1 3.5

ｊ．その他 169 35.5 55.6 9.5

（人）
調査数 平  均 最小値 最大値

１期 1,240 0.55 0 39
２期 1,240 0.96 0 26
３期 1,240 1.13 0 37
４期 1,240 1.10 0 28
５期以上 1,240 3.13 0 122
不明 1,240 0.03 0 14
計 1,240 6.91 1 216

（％）
調査数 １期 ２期 ３期 ４期 ５期以上 不明

全体 8,571 8.0 13.9 16.4 16.0 45.3 0.5

市 6,346 8.8 15.7 17.5 16.2 41.7 0.1

区 1,594 5.0 7.3 12.5 14.4 59.1 1.7

町村 631 6.8 12.7 15.1 17.8 46.8 1.0
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問42．一斉改選での退任者について 

（１）退任までの在任期間（人） 

 

 

※集計方法 

 各期の人数÷各期の合計人数（調査数） 

 

（２）年齢要件により退任した人数 

 

 

問43．一斉改選時の引き継ぎ等に関する支援の実施状況 

 

  

調査数 平  均 最小値 最大値

１期 1,210 15.94 0 273

２期 1,236 13.61 0 522

３期 1,196 8.26 0 190

４期 1,105 5.97 0 131

５期以上 1,117 9.52 0 317

不明 475 1.74 0 295

計 1,331 48.12 0 1,093

（％）
調査数 １期 ２期 ３期 ４期 ５期以上 不明

全体 64,045 30.1 26.3 15.4 10.3 16.6 1.3

市 48,621 31.3 26.6 15.4 10.1 15.4 1.3

区 7,382 15.9 20.9 16.6 13.9 30.6 2.3

町村 8,042 36.2 29.3 14.7 8.5 11.0 0.3

（人）

調査数 平  均 最小値 最大値

1,308 9.67 0 337

（％）
調査数 引継ぎに

関する手
引き書の
作成

各種様
式・フォー
マットの
作成

基礎資
料・情報
の整理

新任委員
や2期め
委員など
への研修

制度や活
動内容に
関する説
明

退任委員
への協力
要請

とくになし その他

全体 1,333 34.7 19.3 39.2 46.5 55.6 51.6 8.0 2.9

市 601 38.9 22.5 38.9 49.9 52.1 45.6 7.8 3.8

区 128 43.0 25.8 38.3 57.8 51.6 45.3 10.2 2.3

町村 604 28.6 14.7 39.6 40.7 59.9 58.9 7.8 2.0
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問44．欠員が生じている地域への対応 

 

  

（％）
調査数 担当地域

に加えて欠
員地域の
活動も行う
委員（また
は民児協）
に活動費
が支給さ
れている

複数担当
制や班方
式など、通
常から複
数人で地
域を担当
する体制を
導入し、欠
員に対応し

る

各単位民
児協で欠
員地域の
カバーを行
うよう行政
が指導して
いる

市区町村
民児協（事
務局）や行
政が該当
地域の推
薦母体に
個別に推
薦を働きか
けている

市区町村
民児協も
行政も欠
員地域に
対し個別
の対応は
行っていな
い

その他

全体 1,078 14.4 7.8 31.4 52.3 8.1 17.9

市 550 17.8 6.2 35.8 56.7 6.9 14.9

区 128 28.1 10.9 48.4 39.8 10.2 10.9

町村 400 5.3 9.0 20.0 50.3 9.0 24.3
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１３ 委員就任に伴い兼務が求められる役割について 
 

問45．市区町村民児協の会長に兼務が求められる役割 

 

 

問46．市区町村民児協の副会長に兼務が求められる役割 

 

 

問47．民生委員・児童委員として参画してほしいと依頼がある役割 

 

 

問48．主任児童委員が対象となる役割 

 

 

  

（％）
調査数 市区町

村社協
役員、評
議員

社協が
設置す
る各種
委員会
の委員

民生委
員推薦
会委員

地域福
祉計画
策定委
員

介護保
険運営
協議会
委員

障害者
自立支
援協議
会委員

地域包
括支援
センター
運営委
員

要保護
児童対
策地域
協議会
委員

その他
行政関
連委員
会委員

その他
社協関
連委員
会委員

会長に
兼務が
求めら
れる役
割はな

その他

全体 1,339 77.0 44.4 71.6 50.0 25.6 18.5 24.3 34.1 62.7 28.3 6.0 8.1

市 606 80.7 48.0 71.5 50.3 21.3 16.5 20.0 34.7 66.5 32.3 6.3 7.3

区 130 77.7 56.2 55.4 26.2 8.5 8.5 17.7 21.5 66.9 36.9 4.6 11.5

町村 603 73.1 38.3 75.3 54.9 33.7 22.7 30.0 36.3 58.0 22.4 6.0 8.3

（％）
調査数 市区町

村社協
役員、評
議員

社協が
設置す
る各種
委員会
の委員

民生委
員推薦
会委員

地域福
祉計画
策定委
員

介護保
険運営
協議会
委員

障害者
自立支
援協議
会委員

地域包
括支援
センター
運営委
員

要保護
児童対
策地域
協議会
委員

その他
行政関
連委員
会委員

その他
社協関
連委員
会委員

副会長
に兼務
が求め
られる
役割は
な

その他

全体 1,269 49.8 28.7 29.9 7.9 5.6 5.0 7.4 4.9 38.8 18.5 25.8 5.5

市 592 52.4 34.3 38.2 11.8 7.9 6.4 10.0 7.6 49.2 23.3 22.8 3.9

区 120 51.7 31.7 37.5 4.2 1.7 6.7 6.7 3.3 40.8 20.0 19.2 10.0

町村 557 46.7 22.1 19.6 4.5 3.9 3.1 4.8 2.3 27.3 13.1 30.3 6.3

（％）
調査数 地区社

協役員、
評議員

社協が
委嘱す
る「福祉
協力員」
等（名称
は問わ
ない）

市区町
村共同
募金委
員会委
員、歳末
助け合
い委員
会委員

市区町
村長が
委嘱す
る「地域
福祉委
員」等
（名称は
問わな
い）

都道府
県知事
が委嘱
する「地
域福祉
委員」等
（名称は
問わな
い）

民生委
員推薦
会委員

学校評
議員

介護保
険運営
協議会
委員

障害者
自立支
援協議
会委員

地域包
括支援
センター
運営委
員

要保護
児童対
策地域
協議会
委員

地域の
社会福
祉法人・
福祉施
設の理
事、評議
員、苦情
解決第
三者委
員

更生保
護関係
委員

その他
行政関
連委員
会委員

その他
社協関
連委員
会委員

民生委
員・児童
委員が
対象とな
る役割
はない

その他

全体 1,302 62.2 24.1 47.0 21.0 2.5 50.8 34.1 31.6 28.5 30.6 41.4 44.2 11.2 66.1 41.9 4.7 5.8

市 594 69.0 24.7 55.7 22.9 3.7 61.1 42.6 41.4 39.6 38.4 50.5 56.6 14.5 77.9 51.3 2.0 4.5

区 127 73.2 22.8 52.8 11.0 - 62.2 34.6 19.7 21.3 38.6 48.0 59.8 12.6 64.6 50.4 - 10.2

町村 581 52.8 23.8 36.8 21.2 1.7 37.7 25.3 24.3 18.8 21.0 30.6 28.2 7.6 54.4 30.3 8.4 6.2

（％）
調査数 要保護児

童対策地
域協議会
委員

学校評議
員

児童厚生
施設（児
童館、児
童遊園
等）運営
委員

市区町村
の子ども・
子育て会
議委員

青少年育
成協議会
委員・指
導員

保育所・
幼稚園・
認定こど
も園評議
員

主任児童
委員が対
象となる
役割はな
い

その他

全体 1,303 59.0 38.4 15.5 48.7 28.9 17.3 8.7 12.7

市 592 61.8 45.9 20.8 54.6 33.4 21.6 5.2 13.3

区 122 58.2 45.1 18.9 41.8 21.3 24.6 4.1 15.6

町村 589 56.4 29.4 9.5 44.3 25.8 11.5 13.2 11.5
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１４ ＩＣＴ化の推進状況について 
 

問49．記録等のデータ化や各種資料データの共有に関してＩＣＴの導入状況について 

（１）記録等のデータ化 

 

 

（２）各種資料データの共有 

 

 

（３）令和５年度以降の見通し 

 
 

（４）市区町村行政からの支援 

  

（％）

調査数 専用のア
プリケー
ション等を
活用

Ｅｘｃｅｌ等の
表計算ソフ
トを活用

Ｗｏｒｄ等の
文書作成
ソフトを活
用

その他 データ化し
ていない

ａ．活動記録 1,307 0.6 38.5 2.6 1.2 59.1

ｂ．福祉票 1,217 0.7 6.3 4.0 0.8 89.2

ｃ．その他 218 0.5 8.7 6.0 2.3 86.2

（％）

調査数 専用のア
プリケー
ション等を
活用

ＳＮＳや
メッセージ
アプリを活
用（ＬＩＮＥ・
Ｓｌａｃｋ・
メッセン
ジャーな
ど）

民児協
ホーム
ページ内
の専用
ページ等
を活用

Ｅメールを
活用

その他 データ化し
ていない

ａ．制度・施策等に関する資料 1,259 0.4 1.8 1.8 6.5 4.4 86.5

ｂ．定例会等の資料 1,275 0.5 2.8 1.3 8.1 5.8 83.8

ｃ．その他 227 1.8 7.5 1.8 9.3 1.8 81.1

（％）

調査数 今後も各
種記録等
のデータ
化をすす
める予定

現在デー
タ化したも
の以外は
データ化し
ない予定

検討中 データ化
の予定は
ない

その他

1,293 5.9 8.8 28.5 56.0 0.8

（％）

調査数 ＩＣＴ化に関
する補助
金等の財
政的支援
がある

データ化
や各種資
料データ
共有のた
めのタブ
レット端末
等のインフ
ラ整備に
関する支
援がある

専用アプリ
ケーション
の開発等
に関する
支援があ
る

とくにない その他

1,326 1.4 2.8 0.5 93.7 2.6
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１５ 個人情報の取り扱いついて 
 

問51．市区町村行政からの個人情報の提供状況 

 

 

  

（％）

調査数 ひとり暮ら
し高齢者

高齢者の
み世帯

高齢者(同
居)世帯

障がい者・
児に関す
る情報

障がい者
単身世帯

生活保護
受給世帯

医療的ケ
ア児・者

常時特別
な医療等
を必要とす
る在宅療
養者

公的保険・
サービス
利用者

単身世帯
(年齢不問)

その他

1,254 70.1 61.9 37.5 22.5 13.6 50.0 2.1 3.3 4.5 5.0 30.9
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１６ こども家庭庁創設に伴う事項 
 

問52．区域担当民生委員・児童委員と主任児童委員の連携状況 

 

 

 

  

（％）
調査数 民児協内

の会議等
で区域担
当民生委
員・児童
委員と主
任児童委
員の情報
共有の場
（時間）を
設けてい
る

児童分野
の部会を
設置し、
区域担当
民生委
員・児童
委員と主
任児童委
員がとも
に参加し
ている

学校等関
係機関と
の連携・
協働の場
にともに
参加して
いる地域
がある

乳児家庭
全戸訪問
等の家庭
訪問など
の場面で
ともに活
動してい
る地域が
ある

子育てサ
ロンや地
域の子ど
も向けイ
ベント等
でともに
活動して
いる地域
がある

とくになし その他

全体 1,331 73.6 45.5 55.3 13.5 35.5 8.2 3.2

市 604 75.8 48.8 66.1 17.9 42.7 5.0 3.1

区 132 75.8 51.5 68.2 20.5 75.0 1.5 3.8

町村 595 70.8 40.7 41.5 7.6 19.3 12.9 3.2
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